
 

小児インフルエンザ予防接種費用  

一部助成について 
 

富加町では、お子さんのインフルエンザ発症及び重症化の予防をはかるため、インフルエンザ

ワクチン予防接種費用の一部を助成しています。 

 

委託医療機関で接種される場合 

令和５年度から、委託医療機関（ホームページに掲載）での助成が開始となりました。 

医療機関の窓口で、一回あたりの接種費用から 2,000円（助成額）を差し引いた額を支払っ

ていただくため、役場での償還払い申請手続きが不要となります。是非ご利用ください。 

 

対象者 富加町に住民票のある生後６か月～中学３年生の年齢に相当するお子さん 

助成額 
１人１回につき 2,000円 

※ただし、医療機関の接種費用が 2,000円を下回る場合はその額となります。 

助成回数 
①生後６か月児～１３歳未満：２回 

②13歳以上～中学３年生：１回 

接種期間 

 

令和 5 年１０月 1 日（日）～令和 5 年１２月３1 日（日） 
 

※令和 6年 1月または 2月に接種される場合は、償還払いとなります。 

「委託医療機関以外で接種される場合」をご参照ください。 

接種場所 
委託医療機関 （富加町ホームページ参照） 

杉山クリニック・いこまファミリークリニック・土屋クリニック・森本こどもクリニック

は委託医療機関です。その他の医療機関については、ホームページをご確認ください。 

助成方法 

１．委託医療機関へ事前予約をし、予約日にワクチンを接種します。 

              

２．医療機関窓口にて、接種費用から助成額を差し引いた金額を支払います。 

  支払い金額 ＝ 医療機関の接種費用 ― 助成額 2,000円 

※医療機関によって接種費用は異なります。詳しくは医療機関へ直接ご確認ください。 

接種時の 

注意事項 

・助成対象と分かるように保険証等を医療機関に必ず提示してください。 

・予防接種の際は、保護者が同伴してください。 

・医療機関でご用意されている予診票をご利用いただき、接種してください。 

※接種の副反応等については、委託医療機関以外で接種される場合の副反応等欄

をご覧ください。 

令和 5年度 富加町 

     

 



 

委託医療機関以外で接種される場合（委託医療機関での接種期間外接種を含む） 

かかりつけ医などで接種される場合は、償還払いにて助成させていただきます。 

委託医療機関で令和 6 年 1 月または 2 月に接種される場合も償還払いの対象となりますの

で、忘れず申請してください。 

 

 

【お問合せ先】富加町役場 福祉保健課 保健係 電話番号：０５７４－54－2117（直通） 

 

申請期限 

 

令和６年２月２９日（木）まで【厳守でお願いします】 

 

※年度をまたいでの申請及び申請期限を過ぎた場合は受付できませんので、 

ご注意ください。 

接種場所 

接種を受けることのできる医療機関に制限はありません。 

※委託医療機関で令和 6年 1月または 2月に接種される場合も、償還払いの申請が 

可能です。 

 助成方法 

【交付までの流れ】 

１．医療機関でワクチンを接種し、接種費用を全額支払います。 

              

２．必要書類を持参のうえ、役場福祉保健課窓口にて申請を行います。 

               

3．後日、指定された口座に助成額が振り込まれます。  

【必要書類】 

➀ 富加町小児インフルエンザ予防接種費用助成金申請書兼請求書 

（役場窓口にあります。） 

② 予防接種の領収書【原本をお持ちください】（領収書は確認後お返しします。） 

※申請の際には、通帳など振り込み口座が確認できるものと印鑑（訂正印として）

をお持ちください。 

副反応等 

インフルエンザワクチンの予防効果が期待されるのは、接種がおわってから２週間後から

５か月程度と考えられています。 

比較的、多く見られる副反応には 10～20％の方に接種した場所の赤み、はれ、痛みな

どがおこります。全身性の反応としては、5～10％の方に、発熱、頭痛、寒気、だるさが

みられます。いずれも通常は 2～3日程度で軽快します。まれですが、強いアナフィラキ

シー（重いアレルギー反応）がみられることもあります。そのほか、重い副反応としてギ

ランバレー症候群、急性脳症、急性散在性脳脊髄炎、けいれん、肝機能障害等が報告され

ています。 


